
令和８年６月１日からの介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス単価について

【介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（その３）（令和8年4月30日事務連絡）】

◎デイサービス

区分
南陽市
基本単価

通所Ａ
サービス

提供体制加算

◎ヘルパー

利用回数 区分
南陽市
基本単価

訪問Ａ
（資格型）

訪問Ａ
（資格不要型）

◎通所型サービスC
南陽市
基本単価

１割自己負担

◎介護予防ケアマネジメント

ケアマネジメントA ケアマネジメントC

16単位

22単位

要支援１ 1,438 単位 1,438 単位 88 単位

要支援２ 2,897 単位 2,897 単位 176 単位

週１回 要支援１・２ 1,117 単位 1,117 単位 941 単位

週２回 要支援１・２ 2,232 単位 2,232 単位 1,879 単位

200 単位

週３回 要支援２ 3,541 単位 3,541 単位 2,982 単位

項目

通所型サービスC 4,000円

基本単価
高齢者虐待防止措置未実施減算

△4単位

基本単価
業務継続計画未策定減算

△4単位

基本単価+初回加算+減算
介護職員等処遇改善加算

15単位

基本単価
介護職員等処遇改善加算

基本単価+初回加算
介護職員等処遇改善加算

基本単価+初回加算+委託連携加算
介護職員等処遇改善加算

9単位

項目

委託連携加算

初回加算

基本単価 442 単位

300 単位

300 単位


